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西
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衆
議
院
議
員
海
江
田
万
里
君
提
出
西
新
宿
場
外
車
券
売
場
開
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
場
外
車
券
売

場
の
設
置
を
許
可
し
た
案
件
の
う
ち
、
当
該
許
可
が
さ
れ
た
時
点
で
、
当
該
場
外
車
券
売
場
が
設
置
さ
れ
る
予
定
の
地
元
議

会
で
当
該
場
外
車
券
売
場
の
「
誘
致
反
対
」
に
係
る
陳
情
、
請
願
等
が
採
択
さ
れ
て
い
た
も
の
又
は
当
該
場
外
車
券
売
場
の

「
誘
致
賛
成
」
に
係
る
陳
情
、
請
願
等
が
不
採
択
と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
通
商
産
業
省
で
調
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
福

島
県
相
馬
郡
鹿
島
町
の
「
サ
テ
ラ
イ
ト
か
し
ま
」
、
茨
城
県
東
茨
城
郡
常
北
町
の
「
サ
テ
ラ
イ
ト
水
戸
」
及
び
大
分
県
日
田

市
の
「
サ
テ
ラ
イ
ト
日
田
」
に
係
る
案
件
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

通
商
産
業
大
臣
は
、
場
外
車
券
売
場
の
設
置
許
可
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
第
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
自
転
車
競

技
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
商
工
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
「
自
転

車
競
技
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
場
外
車
券
売
場
の
施
設
の
規
模
、
構
造
及
び
設
備
並

び
に
こ
れ
ら
の
配
置
の
基
準
を
定
め
た
件
」
（
平
成
六
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
九
号
。
以
下
「
場
外
告
示
」
と
い
う
。
）

一



に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
は
、
場
外
車
券
売
場
に
つ
い
て
、
学
校
そ
の
他
の
文
教
施
設
及
び
病
院
そ
の
他
の
医

療
施
設
か
ら
相
当
の
距
離
を
有
し
、
文
教
上
又
は
保
健
衛
生
上
著
し
い
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
、
施
設
が
入
場
者

数
及
び
必
要
な
設
備
に
応
じ
た
適
当
な
広
さ
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

場
外
告
示
に
お
い
て
は
、
場
外
車
券
売
場
の
施
設
の
規
模
、
構
造
等
が
、
入
場
者
の
利
便
等
の
た
め
適
切
な
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
周
辺
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
車
券
の
発
売
等
の
用
に
供
す
る
施
設
、
入
場
者
の
用
に
供
す
る
施

設
、
そ
の
他
管
理
運
営
に
必
要
な
施
設
等
に
係
る
具
体
的
な
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
「
場
外
車
券
売
場
の
設
置
に
関
す
る
指
導
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
七
年
四
月
三
日
七
機
局
第
百
六
十
四
号
通
商

産
業
省
機
械
情
報
産
業
局
長
通
達
）
に
お
い
て
は
、
場
外
車
券
売
場
の
設
置
・
運
営
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
設
置
者
に
対
す
る
行
政
指
導
上
の
指
針
と
し
て
、
場
外
車
券
売
場
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
場
外
車

券
売
場
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
消
防
署
等
と
あ
ら
か
じ
め
密
接
な
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
社
会
と
の
調

整
を
十
分
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
等
を
通
達
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て
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設
置
し
よ
う
と
す
る
場
外
車
券
売
場
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
以
内
に
文
教
施
設
又
は
医
療
施
設
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て

も
、
個
別
に
審
査
し
た
結
果
、
文
教
上
又
は
保
健
衛
生
上
著
し
い
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
法
第
四

条
第
一
項
の
設
置
許
可
が
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。

な
お
、
規
則
第
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
は
、
法
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
書
に
、
場
外
車
券
売

場
付
近
の
見
取
図
（
敷
地
の
周
辺
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
に
あ
る
学
校
そ
の
他
の
文
教
施
設
及
び
病
院
そ
の
他
の
医

療
施
設
の
位
置
並
び
に
名
称
を
記
載
し
た
一
万
分
の
一
以
上
の
縮
尺
に
よ
る
図
面
）
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
文
教
施
設
又
は
医
療
施
設
が
場
外
車
券
売
場
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
れ
ば
一
般
的
に
は
著
し
い
支
障
を
来
さ
な

い
も
の
と
想
定
す
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
が
千
メ
ー
ト
ル
以
内
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
個
別
的
事
情
を
考
慮
し
て
審
査
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
必
ず
著
し
い
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
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